
                                                   

  

 

 
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく新たな措置内容について 

 

千葉県においては、令和２年４月７日の緊急事態宣言を受け、同日、新型  

インフルエンザ等対策特別措置法第４５条第１項に基づき、外出の自粛要請等

を行うとともに、４月１３日に同法第２４条第９項に基づき、５月６日（水）

までの間、休業の要請等を行ったところです。 

この度、感染症患者の増加している現状等を踏まえ、以下のとおり、新たな

措置を行うこととしました。 

期間は、４月１８日（土）から５月６日（水）となりますので、感染症防止

対策に一層の御理解・御協力をお願いします。 

 

 

 

○新型インフルエンザ等対策特別措置法第２４条第９項に基づく追加措置 

食堂、レストラン、喫茶店、居酒屋等を管理する事業者の皆様には、適切な

感染症防止対策を講じたうえで、事業を継続していただいているところです

が、１９時以降の夜間は酒類の提供を控えていただくよう協力を要請します。 
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